
全７９機関で統一実施

【北陸ブロック発注者協議会】
北陸地方整備局、北陸農政局、北陸信越運輸局、大阪航空局、第九管区海上保安本部、関東森林管理局、北陸財務局、
金沢国税局、信越自然環境事務所、東日本高速道路(株) 新潟支社、中日本高速道路（株）金沢支社、
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民間工事の事業者・施主の皆さんへ

新潟県、富山県、石川県内の
建設現場は土日閉所します

※ 現場条件等から土曜日・日曜日の閉所が困難な場合は土日に関わらず「４週８休」を確保。



統一的な現場閉所とは
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「週休２日」の実施例

主な工事の週休２日（４週８休）の実施例。
現場条件、工事内容等から「現場閉所」「技術者の土日の休み」等の実施が困難な工事については、「交
替制」により実施。

※ 第１弾：２０１９ＧＷ期間に実施（4/27（土）～5/6（月）の10連休）
※ 第２弾：令和元年秋に実施（９月・１０月・１１月 ４回の「３連休」）
※ 第３弾：令和２年度に実施（年間を通じて月２回）

令和６年度から建設業においても罰則付きの時
間外労働規制が適用。
「４週８休の確保」の推進に向け、管内（新潟
県、富山県、石川県）の各発注機関が連携して
行う統一的な現場閉所の取り組み（各発注機関
から施工業者へ提案）。
令和元年度から取り組みを開始。

（令和６年度は「第７弾」）
閉所日を年度ごとに段階的に増加。
各発注機関が協働して行い、施工業者の働き方
改革を後押し。
北陸ブロック発注者協議会の各発注機関が連
携・協働して工事内容、施工場所に関わらず、
統一的な取り組みとして実施。

発注機関が
連携し実施

※ 第４弾：令和３年度に実施（年間を通じて月２回）
※ 第５弾：令和４年度に実施（年間を通じて月３回）
※ 第６弾：令和５年度に実施（年間を通じて月４回）

• 令和６年度より時間外労働規制が適用されました。週休２日等を考慮した工期の設定が必要です。
また、著しく短い工期は禁止されています。条件明示の上、適正な工期での請負契約の締結が必要です。

「適正な工期」による「休日の確保」
に取り組んでいます。

民間工事の建設現場においても「週休２日」の普及・定着へ


